
媒介条件表（INVASE） 

媒介の種類 住宅ローンの媒介（証書貸付の媒介・極度方式基本契

約の媒介） 

媒介手数料計算方法 ■借り入れ 

融資承認金額の 1%（下限 35 万円） 

■借り換え 

借り換えにより削減できる総返済額の 10%（下限 35

万円） 

※表記は全て税別 

媒介手数料の割合 元本の 5.0％を上限とする 

媒介先の貸付利率または割引率 年 15.0%を上限とする 

媒介先の返済方式 元金均等方式、元利均等方式、または毎月利払・元金

一括返済方式 

媒介先の返済期間 12 ヶ月～600 ヶ月、または初回利払い日から債務者死

亡時までの期間 

媒介先の返済回数 12 回～600 回、または未確定 
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